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現行計画 修正案 備考 

第１編 総則 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 防災機関の業務の大綱 

１～２ （略） 

 
３ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務又は事務の大綱 
九州管区警察局 （略） 
九州総合通信局 （略） 
（新設） （新設） 

 
 
 
 
 

（新設） （新設） 
 
 
 

九州農政局 
鹿児島県拠点 

（略） 

九州森林管理局 
（北薩森林管理署） 

（略） 

（新設） （新設） 
 
 
 

（新設） （新設） 
 
 
 
 
 
 
 

第１編 総則 

第１章～第２章 （略） 

 
第３章 防災機関の業務の大綱 

１～２ （略） 

 
３ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務又は事務の大綱 
九州管区警察局 （略） 
九州総合通信局 （略） 
九州財務局 
（鹿児島財務事務所） 

⑴ 公共土木施設等の災害復旧事業費の検査の立会いに関すること。 
⑵ 災害つなぎ資金の貸付けに関すること。 
⑶ 災害復旧事業費の貸付けに関すること。 
⑷ 災害時における金融機関の金融緊急措置の指導に関すること。 
⑸ 提供可能な国有財産の情報提供に関すること。 
⑹ その他防災に関し財務局の所掌すべきこと。 

九州厚生局 ⑴ 災害状況の情報収集・通報に関すること。 
⑵ 関係職員の現地派遣に関すること。 
⑶ 関係機関との連絡調整に関すること。 
⑷ その他防災に関し厚生局の所掌すべきこと。 

九州農政局 
鹿児島県拠点 

（略） 

九州森林管理局 
（北薩森林管理署） 

（略） 

九州経済産業局 ⑴ 災害時における物資供給の確保及び物価の安定に関すること。 
⑵ 被災商工業、鉱業の事業者に対する金融、税制及び労務に関する

こと。 
⑶ その他防災に関し経済産業局の所掌すべきこと。 

九州運輸局 
（鹿児島運輸支局） 
 
 
 
 
 
 

⑴ 自動車運送事業者に対する輸送命令に関すること。 
⑵ 被災者、救済用物資等の輸送調整に関すること。 
⑶ 海上における物資及び旅客の輸送を確保するため、船舶運送事業

者に協力要請を行うこと。 
⑷ 港湾荷役の確保のため、港湾運送事業者に協力要請を行うこと。 
⑸ 船舶運航事業者に対する航海命令に関すること。 
⑹ 港湾運送事業者に対する公益命令に関すること。 
⑺ その他防災に関し運輸局の所掌すべきこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県地域防災

計画との整合 

 

 

 

 

・県地域防災

計画との整合 

 

 

 

 

 

 

・県地域防災

計画との整合 

 

 

・県地域防災

計画との整合 
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福岡管区気象台 
（鹿児島地方気象台） 

（略） 

第十管区海上保安本部 
（串木野海上保安部） 

（略） 

（新設） （新設） 
 
 

（新設） （新設） 
 

九州地方整備局 
（           
    鹿児島国道事務

所阿久根維持出張所） 

（新設） 
（新設） 
⑶ 直轄公共土木施設の整備と維持・管理に関すること。 
⑷ 直轄国道の防災に関すること。 
⑸ 「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」に基

づく応援の実施に関すること。 
⑹ その他防災に関し整備局の所掌すべきこと。 

（新設） （新設） 
 

 
４～６ （略） 

 

第４章～第５章 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福岡管区気象台 
（鹿児島地方気象台） 

（略） 

第十管区海上保安本部 
（串木野海上保安部） 

（略） 

九州地方環境事務所 ⑴ 災害廃棄物等の処理対策に関すること。 
⑵ 環境監視体制の支援に関すること。 
⑶ 飼育動物の保護に係る支援に関すること。 

九州防衛局 ⑴ 災害時における防衛省（本省）及び自衛隊との連絡調整に関する

こと。 
⑵ 災害時における米軍部隊との連絡調整に関すること。 

九州地方整備局 
（鹿児島港湾・空港整備

事務所、鹿児島国道事務

所阿久根維持出張所） 

⑴ 港湾、海岸災害対策に関すること。 
⑵ 高潮、津波災害等の予防に関すること。 
⑶ 直轄公共土木施設の整備と維持・管理に関すること。 
⑷ 直轄国道の防災に関すること。 
⑸ 「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」に基

づく応援の実施に関すること。 
⑹ その他防災に関し整備局の所掌すべきこと。 

鹿児島労働局 ⑴ 工場、事業場における労働災害の防止に関すること。 
⑵ その他防災に関し労働局の所掌すべきこと。 

 
４～６ （略） 

 
第４章～第５章 （略） 
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現行計画 修正案 備考 

第２編 災害予防対策 

第１部 風水害予防 

第１章 災害に強いまちづくり 

 

第１節 土砂災害防止対策の推進 

 

第１ 土砂災害防止事業の推進 

１ 土石流危険渓流      

  土石流の発生が予想される危険 渓流については、今後も県と連携を図りながら危険度、緊急度の高

い土石流危険渓流等      から逐次、事業実施を促進する。 

  また、市は、地域住民に周知を図るとともに、巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。 

 

２ 急傾斜地崩壊危険箇所                          

  本市には、山間地が多く、山崩れを起こす危険のある急傾斜地崩壊危険箇所が多く、今後も県と連携

を図りながら危険度、緊急度の高い急傾斜地崩壊危険箇所       から、逐次、事業実施を促進

する。 

  また、市は、地域住民に周知を図るとともに、巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。 

 

３～６ （略） 

 
第２～第４ （略） 

 
第２節 河川災害・高潮等の防止対策の推進 

 

第１～第２ （略） 

 

第３ 浸水実績    等を活用した水害リスク情報の周知等 

   市長は、水位周知等を行う河川に指定されていなかった中小河川のうち、地域の実情に鑑みて洪水

時の住民等の円滑かつ迅速な避難の確保が特に必要と認める河川について、浸水実績等を把握するよ

う努めるとともに、把握した浸水実績等について住民等の円滑かつ迅速な避難の確保に資するため、

水害リスク情報として住民等に周知するものとする。 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防対策 

第１部 風水害予防 

第１章 災害に強いまちづくり 

 
第１節 土砂災害防止対策の推進 

 

第１ 土砂災害防止事業の推進 

１ 砂防法に基づく砂防指定地 

  土石流の発生が予想される危険な渓流については、今後も県と連携を図りながら危険度、緊急度の高

い土砂災害警戒区域等（土石流）から逐次、事業実施を促進する。 

  また、市は、地域住民に周知を図るとともに、巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。 

 

２ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域 

  本市には、山間地が多く、山崩れを起こす危険のある急傾斜地崩壊危険箇所が多く、今後も県と連携

を図りながら危険度、緊急度の高い土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）から、逐次、事業実施を促進

する。 

  また、市は、地域住民に周知を図るとともに、巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。 

 

３～６ （略） 

 
第２～第４ （略） 

 

第２節 河川災害・高潮等の防止対策の推進 

 

第１～第２ （略） 

 

第３ 洪水浸水想定区域等を活用した水害リスク情報の周知等 

   河川管理者は、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は、浸水を防止することにより、水災に

よる被害の軽減を図るため、水防法に基づき、全ての一級・二級河川において、洪水浸水想定区域を

指定する。 

   また、河川管理者及び市長は、それぞれの立場において、各河川の浸水実績等を把握し、浸水深や

発生頻度等を踏まえて水害リスクを評価するよう努めるものとする。 

   市長は、洪水浸水想定区域や浸水実績等を踏まえ、防災活動や住民避難が円滑に行われるよう、避

難場所や避難経路等の情報を記載したハザードマップの作成等を推進し、水害リスク情報として周知

するものとする。 
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第４ （略） 

 
第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 
第１節 （略） 

 
第２節 通信・広報体制（機器等）の整備 
 風水害等の災害は、通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想される。 
 このため、被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、市及び防災関係機関は、平

素から                                             
                                                
            通信・広報体制（機器等）の整備を推進する。 
 
１～３ （略） 
 
第３節 （略） 
 
第４節 消防体制の整備 

第１ 消防活動体制の整備 

１ 消防活動体制の整備・強化（消防職員・団員） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 消防組織の充実強化 
   整備された装備・資機材を十分活用して、より高度な消防活動を行うことができるよう、消防職員

及び消防団員について、教育・訓練を実施することにより、消防活動体制の充実強化を図る。 
 
 
 
 
 
 ⑶ （略） 
 
２ 地域住民の火災予防・初期消火体制の整備・強化 

 ⑴ 一般家庭に対する火災予防の指導 

   市は、一般家庭内における火災の発生を予防するため、消防団、自主防災組織等を通して、火気使

用の適正化や消火器具                    等の普及等、火災予防の指導に努

める。 

 ⑵ （略） 
 

第４ （略） 

  
第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 
第１節 （略） 

 

第２節 通信・広報体制（機器等）の整備 

 風水害等の災害は、通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想される。 
 このため、被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、市及び防災関係機関は、災

害に強い通信回線の整備・多重化・耐震化を図るとともに、通信が途絶している地域で、衛星通信を活用

したインターネット機器の整備、長時間の停電に対応可能な非常用発電機の整備、通信機器等の保管設置

場所の嵩上げや複数化など通信・広報体制（機器等）の整備を推進する。 
 
１～３ （略） 
 
第３節 （略） 
 

第４節 消防体制の整備 

第１ 消防活動体制の整備 

１ 消防活動体制の整備・強化（消防職員・団員） 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 消防組織の充実強化 

   整備された装備・資機材を十分活用して、より高度な消防活動を行うことができるよう、消防職員

及び消防団員について、教育・訓練を実施することにより、消防活動体制の充実強化を図る。 

   また、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の充実強化に向けて、大規模

災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要な資格の取得など実践的

な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団員の入団促進等に取り組むものとし、地域住

民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努め

るものとする。 

 ⑶ （略） 

 
２ 地域住民の火災予防・初期消火体制の整備・強化 
 ⑴ 一般家庭に対する火災予防の指導 

   市は、一般家庭内における火災の発生を予防するため、消防団、自主防災組織等を通して、火気使

用の適正化や消火器具、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカー等の普及等、火災予防の指導に努

める。 

 ⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の防災基

本計画修正に

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の防災基

本計画修正に

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

・国の防災基

本計画修正に
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第２ 消防水利，装備・資機材の整備 

１ （略） 

 

２ 消防用装備・資機材の整備（装備・車両等） 

  消防用装備・資機材の整備方針 
  国の示す消防力の基準に適合するよう、消防施設強化促進法に基づく国庫補助及び消防施設整備県単

補助等の利活用並びに有効的自己財源の投入等により整備の促進を図る。 
 
３ （略） 
 
 
第５節 避難体制の整備 

第１ 避難所の指定・確保、安全性の点検 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

  市は、各種災害時における条件を考慮して、地区ごと、災害種別ごとに、災害の危険が切迫した緊急

時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所につい

て、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、                        

             住民に対し周知徹底を図る。 
  なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 
  また、自主防災組織によっては、指定緊急避難場所等への緊急避難が困難な場合があるため、事態切

迫時に一時的に危険を回避する場所を確保するように努める。 
⑴ （略） 

 ⑵ 指定避難所等 
（略） 

   また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、平常時から総務対策部と民生衛生対

策部等が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努める。 
 
２ 指定避難所の整備 
  （略） 
  また、避難生活の安全・安心を確保し円滑な避難所運営を図るため、指定避難所や市の施設等におい

て備蓄場所の確保に努めることとし、当該場所に、食料、飲料水、常備薬、炊き出し器具、毛布等避難

生活に必要な物資等の備蓄に努めるとともに、避難所の設置期間が長期化する場合に備えて、これら物

資等の円滑な配備体制の整備に努める。 

 
３ 指定避難所における備蓄等の推進 

指定避難所又はその近傍に備蓄施設を確保し、食料、飲料水、            マスク、消

毒液、                毛布等避難生活に必要な物資           等につ

いて、備蓄計画に基づく備蓄を推進するとともに、避難所設置期間が長期化する場合に備えて、これら

第２ 消防水利，装備・資機材の整備 

１ （略） 

 

２ 消防用装備・資機材の整備（装備・車両等） 

  消防用装備・資機材の整備方針 
  大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備

促進に努めるものとする。                      
 
３ （略） 
 
 
第５節 避難体制の整備 
第１ 避難所の指定・確保、安全性の点検 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

  市は、各種災害時における条件を考慮して、地区ごと、災害種別ごとに、災害の危険が切迫した緊急

時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所につい

て、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物

の受入れ方法等について、住民に対し周知徹底を図る。 
  なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 
  また、自主防災組織によっては、指定緊急避難場所等への緊急避難が困難な場合があるため、事態切

迫時に一時的に危険を回避する場所を確保するように努める。 
⑴ （略） 

 ⑵ 指定避難所等 
（略） 

   また、               感染症対策について、平常時から総務対策部と民生衛生対

策部等が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努める。 
 
２ 指定避難所の整備 
  （略） 
  （削除） 

 

 

 

 

３ 指定避難所における備蓄等の推進 

指定避難所又はその近傍に備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、マスク、消

毒液、段ボールベッド、パーティション、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等に

ついて、備蓄計画に基づく備蓄を推進するとともに、避難所設置期間が長期化する場合に備えて、これ
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の物資等の円滑な配備体制の整備に努める。                           
          
 
４ （略） 

 
第２ 地域における避難体制の整備 

１～２ （略） 

 
３ 避難勧告等の伝達方法の周知 

 ⑴ 避難勧告等の伝達体制 
  ア～エ （略） 
  オ                   テレビ、ラジオ、                  
           電話等の利用により伝達する。 
４ （略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３～第４ （略） 

 

第５ 避難所の収容、運営体制の整備 

１～２ （略） 

 

らの物資等の円滑な配備体制の整備に努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子

どもにも配慮する。 
 

４ （略） 

 

第２ 地域における避難体制の整備 

１～２ （略） 

 

３ 避難勧告等の伝達方法の周知 

 ⑴ 避難勧告等の伝達体制 
  ア～エ （略） 
  オ Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ、インターネット（市ホームページ、市公

式ＬＩＮＥ等）、電話等の利用により伝達する。 
４ （略） 
 
５ 自宅療養者等の避難誘導 

  県及び保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等発生時における自宅療養者等の被災に備え、管内

の市町村が、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認できるよう、

必要に応じて把握している自宅療養者等の情報を提供する。 
  また、市は、把握した情報に基づき、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう

努める。 
  県は、これらのことが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症発生前から関係機関との調整に

努めるものとする。 
 
６ 在宅避難者等の避難体制の強化 

 ⑴ 県及び市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難とな

る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等

の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 
 ⑵ 県及び市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、

地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を

検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中

泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 
 

第３～第４ （略） 

 

第５ 避難所の収容、運営体制の整備 

１～２ （略） 
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３ 避難所の生活環境改善システム等の整備 

     市は、                                    関係機

関の協力のもと、避難所への食料や生活用品の迅速な供給システムの整備及びプライバシー確保、トイ

レ、入浴の確保等生活環境改善対策、並びに迅速な情報提供手段・システムの整備に努める。 
 

４ （略） 

 

第６節 救助、救急体制の整備 

第１ 関係機関等による救助、救急体制の整備 

１～４ （略） 

 

５ 孤立化集落対策 

  市は、土砂崩れ等で孤立化が予想される地域については、                    

                           別記「孤立化集落対策マニュアル」に基づき、

事前に関係機関と、孤立者の救出方法や当該地域と市との情報伝達手段の確保、救出     に当た

る  関係機関等との相互情報連絡体制                      等について、

十分に検討しておく。 

また、次の事項についても考慮し、十分に検討する。 

⑴ （略） 

⑵ 人工透析患者などの緊急搬送手段の確保 

ヘリコプターが離着陸可能なスペース           の確保や、漁協      等と

の人員・物資等の搬送に関する      協定の締結を検討するなど、緊急搬送手段の確保に努

める。 

⑶        非常用発電機 の確保    

                                             

                  

                                                

                 

   停電により夜間の照明、携帯電話などの通信機器の電源を確保する必要があることから、

非常用発電機の確保に努める。 

 

６ （略） 

 

別 記 
孤立化集落対策マニュアル 

１ 目的 

  大規模な地震等による道路や通信の途絶など   により孤立化するおそれのある集落については、

連絡手段の確保、情報連絡員の配置など孤立化の未然防止 を図るとともに、万が一 孤立化した場合

３ 避難所の生活環境改善システム等の整備 

  県及び市は、避難所や被災者の情報等を一元的に把握できる仕組みの整備に努めるとともに、関係機

関の協力のもと、避難所への食料や生活用品の迅速な供給システムの整備及びプライバシー確保、トイ

レ、入浴の確保等生活環境改善対策、並びに迅速な情報提供手段・システムの整備に努める。 
 

４ （略） 

 

第６節 救助、救急体制の整備 

第１ 関係機関等による救助、救急体制の整備 

１～４ （略） 

 

５ 孤立化集落対策 

  市は、中山間地域、沿岸地域などの  地域において 、豪雨や地震等による道路交通及び海上交通

の途絶により孤立化するおそれのある集落等については、別記「孤立化集落対策マニュアル」に基づき、

事前に当該集落                  との情報伝達手段の確保、救出・救助活動にあ

たる防災関係機関等との相互情報連絡体制、孤立化した集落からの地域住民等の救出方法等について、

十分に検討しておく。 
また、次の事項についても考慮し、十分に検討する。 

⑴ （略） 
⑵ 救急  患者などの緊急搬送手段の確保 

ヘリコプター等が離着陸可能なスペース（防災対応離着陸場）の確保や、地元漁業協同組合等と

の人員・物資等の搬送に関する災害時の応援協定の締結を検討するなど、緊急搬送手段の確保に努

める。 
⑶ 食料・飲料水、非常用発電機等の備蓄の整備 

孤立化した集落においては、電気・水道・ガス等のライフラインが途絶し、地域住民の生活の維

持に支障をきたす可能性がある。 
   このため、当該地域においては、各家庭での食料・飲料水等の防災用品の準備や、避難所におけ

る備蓄物資の整備に努める。 
また、停電により夜間の照明、携帯電話などの通信機器の電源を確保する必要があることから、

非常用発電機の確保に努める。 
 

６ （略） 

 

別 記 
孤立化集落対策マニュアル 

１ 目的 

  豪雨や 地震等による道路交通及び海上交通の途絶により孤立化するおそれのある集落については、

通信手段の確保、情報連絡員の配置など情報収集体制の整備を図るとともに、万が一、孤立化した場合
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には、             被災状況の早期把握 、  住民の救出・救助等の  応急対策を

迅速に実施できる体制を確立する必要がある。 
  このため、市において、孤立化の未然防止と  応急対策の迅速な実施のためのマニュアルを策定し、

当該マニュアルに基づき、市及び県、防災関係機関等が一体となった取組を促進することにより地域住

民の安全確保を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 孤立化集落対策 

 ⑴ 孤立化の おそれのある集落の把握 
                      道路状況や通信手段の確保の状況から孤立化が予想さ

れる集落の              
                                          
     把握に当たっては、               警察、消防、北薩地域振興局、ＮＴＴ等

防災関係機関からも意見を聴取する。 
 〈孤立化のおそれのある集落の定義〉 
  □ 道路   状況 
   ・ 集落につながる道路等において迂回路がない。 
   ・ 集落につながる道路等において落石や崩土等の発生が予想される道路災害 危険箇所     

           が多数存在し、交通途絶の可能性が高い。 
   ・ 集落につながる道路等において トンネルや橋梁等の     耐震化がなされておらず、交

通途絶の可能性が高い。 
   ・            土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 
                                 
 
  □ 通信状況 
                             
  ・ 空中線                の断絶等によって、       通信手段が途絶す

る可能性が高い        。 
  ・ 一般加入電話    以外の多様な通信手段が確保されていない        。 
 

には、防災関係機関の連携により、被災状況の早期把握や、地域住民の救出・救助等の災害応急対策を

迅速に実施できる体制を確立する必要がある。 
  このため、市において、孤立化の未然防止と災害応急対策の迅速な実施のためのマニュアルを策定し、

当該マニュアルに基づき、市及び県、防災関係機関等が一体となった取組を促進することにより地域住

民の安全確保を図る。 
 
【孤立化の定義】 
  中山間地域、沿岸地域などの地区及び集落において、以下の要因等により、道路交通及び海上交通に

よる外部からのアクセスが途絶し、人の移動や物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とする。 
 ・ 豪雨や地震等に伴う土砂災害、道路への堆積土砂及び道路構造物の損傷など 
 ・ 地震に伴う液状化による道路構造物の損傷など 
 ・ 津波による道路構造物の損傷、流出物の堆積など 
 ・ 地震または津波による船舶の停泊施設の被災など 
  ※ 道路交通については、四輪自動車が通行不可能となる状況 
 
２ 孤立化集落対策 

 ⑴ 孤立化するおそれのある集落の把握 
   豪雨や地震等の各災害事象を想定した上で、道路交通及び海上交通  の状況から孤立化が予想さ

れる集落について、事前の把握に努める。 
   また、孤立化するおそれのある集落と通信手段について、事前の整備・確保に努める。 
   なお、把握に当たっては、下記の例を参考にするとともに、警察、消防、北薩地域振興局    等

防災関係機関からの意見も参考とする。 
 〈孤立化のおそれのある集落の定義〉 
  □ 道路交通の状況 
   ・ 集落につながる道路において迂回路がない。 
   ・ 集落につながる道路において落石や崩土等の発生が予想される道路災害の危険箇所（交通途絶

予想箇所など）が  存在し、交通途絶の可能性が高い。 
   ・ 集落につながる道路において、     橋梁等の道路構造物の耐震化がなされておらず、交

通途絶の可能性が高い。 
   ・ 土石流やがけ崩れなど土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 
    ※ 道路については、四輪自動車が通行可能な道路とする。 
 
 （参考）    
 孤立化するおそれのある集落との通信手段への影響について 
  ・ 道路への崩土や倒木などの被災による架線の切断等によって、電話回線による通信手段が途絶す

る可能性が高い集落であるか否か。 
  ・ 固定電話及び携帯電話以外の多様な通信手段が確保されていない集落であるか否か。 
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 ⑵ 孤立化の未然   防災対策 
   孤立化を未然に防止するため、市は県及び防災関係機関等と連携しながら、次の対策に取り組む。 
   また、孤立化     対策に必要な施策を推進するため、  関係機関による連絡会等を設置し、

平素 から 情報交換   に努める。 
  ア 市 
   (ｱ) 孤立化の おそれのある集落においては、集落の代表者（区長等）を「災害情報連絡員」とし

て任命し   、災害発生時における防災情報の提供体制を整備する。また、自主防災組織を育

成・強化し、集落内の防災力の向上に努める。 
   （新設） 
 
 
 
 
   (ｲ) 集落内に学校や駐在所  等の公共的機関、九電、ＮＴＴなど   の防災関係機関の施設が

ある場合は、それらの機関の持つ連絡  手段の状況について事前に確認するとともに、災害時

における活用についても事前に調整する。 
   (ｳ) アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、平素から関係者との連携を

図る。 
   (ｴ) 市が整備している防災行政無線移動局（携帯型）については、孤立化のおそれのある集落の災

害情報連絡員に配備し、連絡手段の多様化を図る。 
   （新設） 
 
   (ｵ) 孤立化のおそれのある集落において、救出・救助  や             物資投下

のための緊急ヘリポート用地（校庭、空き地、休耕田等）               を選

定・確保する                                      

               。 
  （新設） 
 
 
 
 
 
 イ ＮＴＴ   
    孤立化のおそれのある集落において、           一般加入電話を災害 優先電話と

して指定するとともに、避難所等への事前設置型特設公衆電話の設置及び衛星携帯電話の配置など

について配慮する。 
  ウ 道路管理者（県・市等） 
    孤立化のおそれのある集落については、危険箇所の補強や耐震対策等の防災工事に計画的に取り

 ⑵ 孤立化の未然・事前防災対策 
   孤立化を未然に防止するため、市、県及び防災関係機関等は連携しながら、次の対策に取り組む。 
   また、孤立化の未然防止対策に必要な施策を推進するため、防災関係機関による連絡体制を整備し、

平常時からの情報共有や訓練に努める。 
  ア 市 
   (ｱ) 孤立化するおそれのある集落においては、集落の代表者（区長等）を「災害情報連絡員」とし

て任命するなど、災害発生時における防災情報の提供体制を整備する。            

                          
   (ｲ) 集落が孤立化した場合、市など公共機関による救出・救助活動が始まるまでの間、集落内の地

域住民が主体となって避難生活を過ごす可能性もある。 
     このため、集落における自主防災組織等において、平常時から、緊急連絡体制の整備、避難所

運営訓練や防災訓練の実施、食料や飲料水、非常用電源などの備蓄の整備などが図られるよう、

集落内の防災力の充実・強化に取り組む。 
   (ｳ) 集落内に学校や警察、消防等の公共的機関、通信事業者、電気事業者等の防災関係機関   が

ある場合は、それらの機関が所有する通信手段の状況について事前に確認するとともに、災害時

における活用についても事前に調整する。 
   (ｴ) アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から関係者との連携を

図る。 
   (ｵ) 市が整備している防災行政無線移動局（携帯型）については、孤立化するおそれのある集落の

災害情報連絡員に配備し、通信手段の多様化を図る。 
   (ｶ) 道路交通の途絶を想定し、平常時から、地元漁業協同組合との人員や物資等の搬送に関する災

害時の応援協定の締結を検討するなど、海上交通による緊急輸送手段の確保に努める。 
   (ｷ) 孤立化するおそれのある集落において、救出・救助活動や、食料や医療品などの支援物資の搬

入を行うため、ヘリコプターなど航空機の臨時の離着陸場（「防災対応離着陸場」という）を選

定・確保（校庭、空き地、休耕田等の平地）し、平常時から消防や警察等とその場所や運用方法

等について情報共有を図る。 
  イ 道路管理者（県・市等） 
   (ｱ) 崩土や落石等の危険性がある箇所の法面対策や橋梁の耐震対策などについて、孤立化するおそ

れのある集落へのアクセスの確保に配慮の上、計画的に取り組む。そのため、県・市等は定期的

に道路整備状況等について情報交換を行う。 
   (ｲ) 発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修等を含む）による道路啓開や応急復旧等を迅速に

行うため、建設業団体や、インフラ事業者等との連絡体制の整備を図る。 
  ウ 通信事業者 
    孤立化するおそれのある集落において、市等からの要請を踏まえ、固定電話を災害時優先電話と

して登録するとともに、避難所等への事前設置型特設公衆電話の設置及び衛星携帯電話の配置など

について配慮する。 
  （削除） 
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組む。そのため、県・市等は定期的に道路整備状況等について情報交換を行う。 
 ⑶ 孤立化した場合の対応 
  ア 市 
   （新設） 
 
 
   (ｱ) 孤立化した集落が発生した又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に    孤

立化や被災に関する情報を速やかに報告する。 
   (ｲ)                                       避難所の

開設や                飲料水、食事       等 日常生活に必要な物

資を確保する。 
   （新設） 
 
   (ｳ) その他必要な対策について、  関係機関 と連携を図りながら、迅速に実施する。 
  イ 県 
   (ｱ) 市から孤立化情報を            受けて、消防防災ヘリの活用や職員の派遣等に

より、被災状況の把握、救急患者の搬送等を行うほか、消防や警察等と連携を図り、       

                                                

                        各般の応急措置を実施する。 
   (ｲ)                 被災状況に応じて、            自衛隊への

災害派遣要請、                       災害時相互応援協定に基づく 
       応援要請を行う。 

   (ｳ) 放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか、アマチュア無線連盟に対する緊急

情報の収集・伝達要請を行う。 
  （新設） 
 
 
 
 
  （新設） 
 
 
  ウ ＮＴＴ   
   (ｱ) 孤立化した集落との連絡手段を確保するため、備蓄している衛星携帯電話を可能な限り提供す

るとともに、避難所等に事前設置型の特設公衆電話を開設する。 
   (ｲ) 被災した通信中継局、通信回線等の応急復旧に努める。                  

                                                
   （新設） 

 
 ⑶ 孤立化した場合の対応 
  ア 市 
   (ｱ) 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合、防災関係機関と連携を

図り、地域住民の健康状態や、集落内の電気・水道・ガス等のライフラインの被害状況などの調

査を行い、緊急的な救出・救助が必要な状況であるか把握に努める。 
   (ｲ) 孤立化した集落が発生した又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に対して、孤

立化や被災に関する情報を速やかに報告する。 
   (ｳ) 道路等の被災状況により、孤立化の状況が長期に及ぶおそれがある場合、集落内での避難所の

開設や、集落内で当面生活していくための飲料水・食事、非常用発電機等の日常生活に必要な物

資を確保する。 
   (ｴ) 孤立化した集落内のライフラインなどの生活環境が確保できない場合には、地域住民の要望等

も踏まえ、集落外の避難所の確保を図り、防災関係機関と連携の上、地域住民を避難させる。 
   (ｵ) その他必要な対策について、防災関係機関等と連携を図りながら、迅速に実施する。 
  イ 県 
   (ｱ) 市から孤立化している集落の発生情報の提供を受けて、消防や警察、自衛隊、国等と連携を図

りながら、ヘリコプター等を活用した上空からの被害状況調査や、職員の市町村役場への派遣（リ

エゾン）等による孤立化した集落内の状況把握（支援物資の要請や救急患者の搬送の有無など）

を実施し、必要に応じて、救急患者の搬送や各般の応急措置を実施する。 
   (ｲ) 孤立化の要因となっている道路等の被災状況や、地域住民の健康状態等に応じて、自衛隊への

災害派遣要請や、その他防災関係機関への協力要請、県市町村間の災害時相互応援協定に基づく

近隣市町村への応援要請を行う。 
   (ｳ) 放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか、アマチュア無線連盟に対する緊急

情報の収集・伝達要請を行う。 
  ウ 道路管理者（県、市） 
   (ｱ) 道路管理者（県、市）は、国や建設業団体等と連携し、早期の道路啓開等の作業を実施すると

ともに、通行規制情報を適宜、提供する。 
   (ｲ) 道路管理者（県、市）は、道路の被災状況や地域の実情等により、道路管理者での道路啓開の

実施が困難であると判断した場合は、国等の関係機関に道路啓開の支援等を要請する。 
  エ 港湾・漁港管理者（県、市） 
    港湾・漁港管理者（県、市町村）は，国や建設業団体等と連携し、船舶の停泊施設への接岸等の

可否状況について早期に把握するとともに、停泊施設の応急復旧の実施に努める。 
  オ 通信事業者 
   (ｱ) 通信事業者は、被災による架線の切断や携帯電話基地局の被害により、通信が確保できない場

合、様々な手段で応急復旧作業を速やかに実施する。 
   (ｲ) 通信事業者は、孤立化した集落との通信手段を確保するため、自社が保有している衛星携帯電

話を可能な限り提供するとともに、避難所等に衛星通信対応の特設公衆電話を開設する。 
   (ｳ) 通信事業者は、応急復旧作業が長期化するおそれのある場合、自社の保有する移動型基地局（車
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  エ 道路管理者（県・市等） 
    建設業団体等の協力を得て、道路等の応急復旧を実施するとともに、交通規制情報を提供する。 
  オ 自衛隊 
    大型ヘリ等による被災状況の把握、救出・救助、安否情報等を実施するとともに、避難所におけ

る炊飯支援や仮設トイレ、テント等の資機材を提供する。 
  カ 警察 
                        安否確認、行方不明者の捜索、救出・救助、     

                            緊急交通路の確保を図る。 
  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

第２ 救助、救急用装備・資機材等の整備 

１ 救助用装備・資機材等の整備方針 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 災害時に同時多発する救助、救急事象に対応するため、高度救助用資機材を装備した救助車の整備

を図る。                                          

                                          
 

２ （略） 

 

第７節 交通確保体制の整備 

１         啓開道路の選定 

  災害時において、道路啓開を実施する路線の選定、優先順位について関係機関と連携を取り、路線を

あらかじめ定めておく。                                     

                
 
２ 道路啓開の作業体制の充実   

  市は、平素から、災害時において関係機関及び関係業者が迅速かつ的確な協力体制を確立して道路啓

開の作業が実施できるよう、道路啓開体制の充実を図る。 
 
３ 道路啓開用装備・資機材の整備 

  市は、平素から道路啓開用装備・資機材の整備を行うとともに、建設業協会等を通じて使用できる建

載型基地局、船上基地局など）を活用し、孤立化した集落における通信手段の確保を図る。 
  （削除） 
 
  （削除） 
 
 
  カ 警察 
    警察は、孤立化した集落における地域住民の安否確認、行方不明者の捜索、救出・救助を実施す

るとともに、道路管理者と連携を図りながら、集落への  交通路の確保を図る。 
  キ 自衛隊 
    自衛隊は、県からの災害派遣要請に基づき、ヘリコプターなど航空機による被災状況の把握、孤

立化した集落における地域住民の救出・救助、安否情報等を実施するとともに、避難所等における

炊飯支援や給水活動、物資の輸送等を実施する。 
  ク その他防災関係機関 
    その他防災関係機関は、県や市町村からの協力要請があった場合、被災状況の把握、孤立化した

集落からの地域住民の救出・救助、資機材の輸送等の災害応急対策の実施を図る。 
 

第２ 救助、救急用装備・資機材等の整備 

１ 救助用装備・資機材等の整備方針 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 災害時に同時多発する救助、救急事象に対応するため、高度救助用資機材を装備した救助車の整備

を図る。その際、車両や資機材を小型・軽量化するなど、被災地の道路状況が悪い場合や海路・空路

を活用して被災地入りする場合も想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。 
 

２ （略） 

 

第７節 交通確保体制の整備 

１ 災害に備えた道路啓開体制    

  市は、建設業協会や関係団体等の協力を得て、迅速かつ的確な道路啓開作業が実施できるよう、「大

規模災害時における応急対策に関する協定」等に基づき、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保等

に関する協力関係の強化を図る。 
 
２ 道路啓開路線   の情報収集 

  市は、関係機関と連携するなど、啓開が必要な緊急輸送路線等の情報収集及び共有できる体制を構築

するものとする。 
 
（削除） 
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設機械等の把握を行う。 
 
４ 関係団体等との協力関係の強化 

  市は、災害時に建設業協会や関係団体等の協力を得て、迅速かつ的確な道路啓開作業が実施できるよ

うに、道路啓開に関する協力協定の締結を図り、協力関係の強化を図る。 
 
５ 交通規制 

  市の管理する道路について、道路、橋梁等交通施設の巡回調査又は発見通報等により、道路の損壊、

決壊等の災害により交通施設等の危険な状況が予想され、交通が危険であると認められる場合の交通規

制を実施する体制の整備に努める。 
 
６ 緊急通行車両の事前届出 

  市が保有し、若しくは他の機関等との協定等により常時これらの機関の活動専用に使用される車両、

又は災害発生時に他の関係機関、団体等から調達する車両のうち、災害対策基本法第 50 条第１項に規

定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両の事前届出を行うようにし

ておくものとする。 
 

第３章 市民の防災活動の促進 

 
第１節～第２節 （略） 

 
第３節 自主防災組織の育成強化 
第１ 地域の自主防災組織の育成強化 

１ （略） 
 
２ 自主防災組織の組織化の促進 

 ⑴ 自主防災組織の重点推進地区 
   自主防災組織の組織化については、特に災害発生の危険性の高い次の災害箇所を重要推進地区とす

る。 
  ア 急傾斜地崩壊危険箇所等がけ崩れによる災害のおそれがある地区 
  イ 土石流危険渓流のある地区 
  ウ 山地崩壊危険区域のある地区 
  エ 家屋密集等消防活動困難地区 
  オ 津波危険のある地区 
  カ 高齢化の進んでいる過疎地区 
  キ 土砂災害警戒区域等のある区域 
  ク その他危険区域 
 ⑵ 自主防災組織の組織づくり 

 
 
（削除） 
 
 
 
３ 交通規制 

  市の管理する道路について、道路、橋梁等交通施設の巡回調査又は発見通報等により、道路の損壊、

決壊等の災害により交通施設等の危険な状況が予想され、交通が危険であると認められる場合の交通規

制を実施する体制の整備に努める。 
 
４ 緊急通行車両の事前届出 

  市が保有し、若しくは他の機関等との協定等により常時これらの機関の活動専用に使用される車両、

又は災害発生時に他の関係機関、団体等から調達する車両のうち、災害対策基本法第５０条第１項に規

定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両の事前届出を行うようにし

ておくものとする。 
 

第３章 市民の防災活動の促進 

 
第１節～第２節 （略） 

 
第３節 自主防災組織の育成強化 
第１ 地域の自主防災組織の育成強化 

１ （略） 
 
２ 自主防災組織の組織づくり  
 （削除） 
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   区等の既存の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、次のような方法等により組

織づくりを進めるものとする。 
  ア 区等の既存の自治組織に、その活動の一環として、防災活動を組み入れることにより自主防災組

織として育成する。 
  イ 区の役員等自主防災組織の核となるリーダーの養成研修を行い、組織の育成強化を図る。 
  ウ 何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って自主防災組織を育成する。 
 
３ （略） 
 
 
 
第２部 震災予防 

第１章 地震・津波災害に強い施設等の整備 

 

第１節～第４節 （略） 

 
第５節 公共施設の災害防止対策の推進 
第１ （略） 
 
第２ 道路・橋梁の災害防止 
１ 道路施設の整備 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 所管道路の橋梁における耐震対策工事 
   所管道路における橋梁の機能を確保するため、各管理者においては、道路防災総点検等に基づき、

対策が必要な橋梁について、架替、補強、落橋防止装置等の耐震対策工事を実施する。 
 
２ （略） 
 
第６節～第７節 （略） 
 
第２章～第３章 （略） 
 
 

  区等の既存の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、次のような方法等により組織

づくりを進めるものとする。 
 ⑴ 区等の既存の自治組織に、その活動の一環として、防災活動を組み入れることにより自主防災組織

として育成する。 
 ⑵ 区の役員等自主防災組織の核となるリーダーの養成研修を行い、組織の育成強化を図る。 
 ⑶ 何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って自主防災組織を育成する。 
 
３ （略） 
 
 
 
第２部 震災予防 

第１章 地震・津波災害に強い施設等の整備 

 

第１節～第４節 （略） 

 
第５節 公共施設の災害防止対策の推進 
第１ （略） 
 
第２ 道路・橋梁の災害防止 
１ 道路施設の整備 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 所管道路の橋梁における耐震補強   
   緊急輸送道路等としての機能を確保するため、大規模な地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかな

機能回復が可能となる耐震補強を実施する。 
 
２ （略） 
 
第６節～第７節 （略） 
 
第２章～第３章 （略） 
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